
令和８年度青森県病院内保育所運営費補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１ 県は、医療介護総合確保促進法に基づく県計画に基づき、医療従事者が

働きやすい職場環境を整備し、医療従事者の離職防止及び再就業を促進する

とともに、医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する

必要がある集団保育が困難な児童の保育（以下「病児等保育」という。）を

行うことを目的として、医療法第７条の規定に基づき許可を受けた病院及び

診療所又は同法第８条の規定に基づき届出をした診療所（以下「病院等」と

いう。）を設置する社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、独立行政

法人、医療法人その他知事が適当と認める者（地方公共団体を除く。）（以

下「補助事業者」という。）が行う第２に掲げる補助対象事業に要する経費

について、令和８年度予算の範囲内において、当該補助事業者に対し、青森

県病院内保育所運営費補助金（以下「補助金」という。）を交付するものと

し、その交付については、青森県補助金等の交付に関する規則（昭和４５年

３月青森県規則第１０号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、こ

の要綱の定めるところによる。  

 

（補助対象事業） 

第２ 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、補助

事業者が、第１に掲げる目的をもって病院等に従事する職員等の委託を受け

て乳児又は幼児に対し必要な保護を行う保育所（近辺の他の病院又は診療所

の医療従事者等が共同利用することを目的として一医療施設が設置した保育

所を含む。以下「病院内保育所」という。）を運営する事業（以下「病院内

保育所運営事業」という。）とする。 

 

（補助対象施設）  

第３ 補助金の交付対象となる病院内保育所（以下「補助対象施設」とい

う。）は、別表１に掲げる病院内保育所の種別に該当する施設で、原則１２

か月運営し、かつ保育料として１人当たり平均月額 10,000円以上徴収してい

るものとする。（ただし、他の補助金等の交付を受けている施設は対象とし

ないものとする。）  

なお、運営月数の算定に当たっては、その月における開所日数がおおむね

１５日以上である場合には１か月として算定して差し支えないものとし、ま

た、保育料とは、保育に要する費用の保護者負担額（給食費を含む。）をい

う。 

 

 （病院内保育所の種別） 

第４ 病院内保育所の種別を判定するに当たっては、別表１に掲げる種別ごと

の各基準項目を全て満たしていなければならない。  



なお、保育児童数の算定に関しては、第３の補助対象施設に従事する職員

（当該補助対象施設に勤務する職員であって、人事異動等により他の施設の

勤務となった職員も含む。）の児童であって、年間の平均保育児童数が各種

別の基準値以上あれば、各月において基準値未満（６か月以上に達する場合

は除く）であっても各種別に該当するものとする。  

 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第５ 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

補助事業の実施に必要な経費のうち別表２第２欄に掲げるものとし、補助金

の額は、同表第１欄に定める基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して

いずれか少ない方の額を選定し、当該選定された額と総事業費から寄附金そ

の他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に同表の第３欄に定め

る補助率を乗じて得た額以内の額（千円未満の端数がある場合は、その端数

を切り捨てた額）とする。 

 

（申請書等） 

第６ 規則第３条第１項の申請書は、第１号様式によるものとする。  

２ 規則第３条第２項及び第３項の規定により前項の申請書に添付しなければ

ならない書類は、次のとおりとする。  

（１）補助金所要額調書（第２号様式）  

（２）事業計画書（第３号様式）  

（３）歳入歳出予算書又は見込書の抄本  

（４）その他知事が必要と認める書類  

３ 第１項の申請書及び前項の書類の提出部数は、１部とする。  

４ 第１項の申請書の提出期限は、別途通知する。  

 

（補助金の交付の条件）  

第７ 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則

第５条の規定により付された条件となるものとする。  

（１）補助事業の内容の変更（知事が認める軽微な変更を除く。）をする場

合又は補助事業に要する経費の変更（補助金の額の増額を伴わない配分

額の１０％以内の変更を除く。）をする場合は、事業変更承認申請書

（第４号様式）を知事に提出してその承認を受けること。  

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合は、事業中止（廃止）承認申請

書（第５号様式）を知事に提出してその承認を受けること。  

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難と

なった場合は、速やかにその旨を知事に報告し、その指示を受けること。  

（４）補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項

を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助事業の完了の日

（補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた



日）の属する年度の終了後５年間保管しておくこと。  

（５）補助対象施設には、保育士、子育て支援員（「子育て支援員研修事業

の実施について」（平成２７年５月２１日付け雇児発０５２１第１８

号）に規定する子育て支援員をいう。）その他保育に従事する職員とし

て市町村が行う研修（市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が

行う研修を含む。）を修了した者又は社会福祉協議会が行う研修を修了

した者若しくは両研修の受講予定者（以下「保育従事者」という。）等

を置くこととし、保育従事者の数は、次の①～④に掲げる年齢区分に応

じ、当該各号に定める数の合計数に１を加えた数以上とし、そのうち半

数以上は保育士とする。また、当該数の算定に当たっては、保健師、看

護師又は准看護師を１人に限り、保育士とみなすことができる。  

 ① 乳児 おおむね３人につき１人  

 ② 満１歳以上満３歳に満たない幼児  おおむね６人につき１人  

 ③ 満３歳以上満４歳に満たない児童  おおむね１５人につき１人  

 ④ 満４歳以上の児童  おおむね２５人につき１人 

（６）補助事業者は、利用定員２０人以上の施設については、家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）

第４３条に定める基準を、また、利用定員１９人以下の施設については、

同基準第４８条により準用する同基準第２８条に定める基準を遵守する

ものとする。  

 

（申請の取下げの期日）  

第８ 規則第５条第１項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、

補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して１０日を経過した日とす

る。 

 

（補助金の請求）  

第９ 補助金の請求は、補助金請求書（第６号様式）を知事に提出して行うも

のとする。 

 

 （補助金の交付方法）  

第10 補助金は補助事業の完了後に交付する。  

 

（実績報告） 

第11 規則第１２条の規定による報告は、補助事業の完了の日（補助事業の廃

止の承認を受けた場合は、その日）から起算して３０日を経過した日又は令

和９年４月１５日のいずれか早い期日までに完了（廃止）実績報告書（第７

号様式）１部に次に掲げる書類１部を添えて行うものとする。  

（１）補助金所要額精算書（第８号様式）  

（２）事業実績報告書（第３号様式）  



（３）保育士等職員給与費明細書（第９号様式）  

（４）歳入歳出決算書又は見込書の抄本  

（５）その他知事が必要と認める書類  

 

 （附則） 

１ この要綱は、令和８年６月１２日から施行する。  

２ この要綱は、令和８年４月１日からこの要綱の施行の日までに行われた本

事業についても適用する。  



別表１（第４関係） 

基準項目  

種別 
保育児童数 保育士等数 保育時間 

Ａ型特例  ４人未満 ２人以上 ８時間以上 

Ａ型 ４人以上 ２人以上 ８時間以上 

Ｂ型 １０人以上 ４人以上 １０時間以上  

Ｂ型特例 ３０人以上 １０人以上 １０時間以上  

 

別表２（第５関係） 

１ 基準額 ２ 補助対象経費 ３ 補助率 

 各病院内保育所につき、（１）により算定した

基本額より保育料収入相当額（注１）を控除のう

え、病院内保育所の運営に係る設置者（注２）の

負担能力指数による調整率（注３）を乗じて得た

額と、（２）により算定した加算額の合計額とす

る。 

 

（１） 基本額 

（Ａ型特例）  

１人×２３７，４００円×運営月数  

（Ａ型）  

２人×２３７，４００円×運営月数  

（Ｂ型）  

４人×２３７，４００円×運営月数  

（Ｂ型特例）  

６人×２３７，４００円×運営月数  

 

（２） 加算額 

（２４時間保育（注４）を行っている施設）  

３０，７５０円×運営日数  

（病児等保育（注５）を行っている施設）  

２７８，３４０円×運営月数  

病院内保育所の運

営に必要な給与費

（常勤職員給与費

、非常勤職員給与

費、法定福利費等

）、委託料（上記

経費に該当するも

の。） 

３分の２ 

 

注１（保育料収入相当額）  

 保育料収入相当額は、２４，０００円に保育月数を乗じた金額の合計額とす

る。また、保育料収入相当額の算出にあたっては、対象となる上限の人数はＡ

型特例については１人、Ａ型については４人、Ｂ型については１０人、Ｂ型特

例については１８人とする。  



注２（病院内保育所の運営に係る設置者） 

 設置者は、施設、設備及び運営について、児童福祉施設最低基準（昭和２３

年厚生労働省令第６３号）を尊重することとする。  

 

注３（負担能力指数による調整率）  

病院内保育所の運営に係る設置者の負担能力指数（以下「負担能力指数」と

いう。）による調整率は、次のとおりとする。ただし、病院内保育所設置後３

か年を経過していない施設にあっては適用しない。  

負担能力指数  調整率 

５未満  １．０ 

５以上２０未満  ０．８ 

２０以上 ０．６ 

 

負担能力指数とは、補助を受けようとする年度の前々年度の病院決算におけ

る当期剰余金を、補助を受けようとする年度の病院内保育所運営費に係る設置

者負担額（病院内保育所運営費補助金交付前の額）で除した数値とする。  

ただし、病院内保育所運営費は、病院内保育所運営費支出予定額と以下に定

める標準経費とを比較して少ない方の額とする。  

 

標準経費の算出方法  保育士等の数  × 標準人件費 ＋ その他の経費 

算
出
方
法
の
語
句
の
説
明 

保育士等の数  

当該年度の４月１日（土曜日又は休日の場合は直後の平日

とする。）現在の病院内保育所利用職員の児童数を、２．６

人で除して得た数値（小数点第２位を四捨五入する。）とす

る。 

ただし、算出された保育士等の数がＡ型特例及びＡ型にあ

っては２人、Ｂ型にあっては４人、Ｂ型特例にあっては１０

人を下回る場合は、当該病院内保育所の保育士等の数は、Ａ

型特例及びＡ型２人、Ｂ型４人、Ｂ型特例１０人とする。  

標準人件費  年額 ３，１８６，０００円  

その他の経費  

 病院内保育所運営費支出予定額から保育士等の職員の人件

費を除いた経費のうちの知事が認めた額とする。  

ただし、借入金の返済、土地購入費等の資本取引に係る経

費及び保育士等の職員の給食費等病院内保育施所の運営費以

外の費用は認めないものとする。  

 



注４（２４時間保育）  

２４時間保育は、終日いずれの時間帯においても、令和８年度青森県病院内

保育所運営費補助金交付要綱第２に掲げる保育サービスを提供するものとする。  

 

注５（病児等保育）  

 病児等保育の実施に係る基準については、以下のとおりとする。  

（１）対象児童 

ア 医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要

がある集団保育が困難な病院内保育所に通所している児童で、かつ、保

護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭など社会的にやむを得

ない事由により家庭で育児を行うことが困難な児童。  

イ 保育所に通所している児童ではないが、アと同様の状況にある児童

（小学校低学年児童等を含む。）。  

（２）対象疾患等  

感冒、消化不良症（多症候性下痢）等乳幼児が日常罹患する疾患や、麻

疹、水痘、風疹等の感染性疾患、喘息等の慢性疾患及び骨折等の外傷性疾

患などとする。  

また、原則として７日まで連続して保育することができるものとするが、

児童の健康状態についての医師の判断及び保護者の状況により必要と認め

られる場合には、７日を超えて保育できるものとする。  

（３）施設 

病児等の静養又は隔離の機能を持つ安静室を設けていること。また、安

静室は病児等が２人以上横臥でき、１人当たりの面積が原則として１．６

５㎡以上であること。  

（４）職員配置等 

ア 病児等保育を専門に担当する職員として、看護職員を１名以上配置す

ること。なお、病児等の児童数が２名を超える場合には、病児等２名に

対し看護職員１名の配置を基本とすること。  

イ 児童の受け入れに当たっては、当該施設等の医療機関の医師により、

当該児童を病児等保育の対象として差し支えない旨の確認を受けること。  

ウ 体温の確認等その健康状態を的確に把握し、児童の病状に応じて安静

を保てるよう処遇内容を工夫すること。  

エ 他の児童への感染の防止に配慮すること。  

（５）利用事務手続等  

ア 利用事務手続きについては、実施施設毎に定めることとするが、保護

者の利便を考慮し、弾力的な運用を図ること。  

イ 利用申請があった場合は、受入上支障のない限り、速やかに利用の決

定を行うこと。  

ただし、特に緊急を要する場合にあっては、利用申請等の書面による

手続きは、事後であっても差し支えないものとする。  



（６）保育料の徴収  

病児等保育の実施に係る費用については、１日当たり３，２００円以内

で保護者より徴収するものとする。（ただし、飲食物に係る費用を別途徴

収することを妨げないものであること。） 

（７）その他 

病院等従事職員の委託を受けて病児等保育を実施する他に、市町村等の

保育担当部局や施設周辺の保育所等と情報交換を行い、実情に応じて病児

等児童の保育受け入れを行うものとすること。  

 


